
議案番号 議案名称 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

2号
小美玉市まちづくり構想推進委員会設置条例の制定につ
いて

小美玉市まちづくり構想の基本計画の策定に際し，委員
会の設置に関する条例を，制定するもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

3号 小美玉市羽鳥駅駐車場条例の制定について
羽鳥駅の東口駅前広場駐車場整備に伴い，運用について
必要な事項を定めるため，制定するもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

4号
小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正
する条例について

「新型コロナウイルス感染症」の定義について，関係政
令を引用せずに具体的に書き表す形とするため，所要の
改正を行うもの

R3.3.18 総務 原案可決

5号
小美玉市役所出張所設置条例の一部を改正する条例につ
いて

小美玉市役所四季の里出張所の廃止に伴い，所要の改正
を行うもの

R3.3.18 総務 原案可決

6号 小美玉市手数料条例の一部を改正する条例について
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の一部改正により，所要の改正を行
うもの

R3.3.18 総務 原案可決

7号
小美玉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて

地方税法施行令の一部改正に伴い，関係条例について所
要の改正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

8号 小美玉市介護保険条例の一部を改正する条例について
介護保険法の改正及び第８期小美玉市介護保険事業計画
の策定に伴い，所要の改正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

9号
小美玉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
する基準等を定める条例の一部を改正する条例について

介護保険法及び関係政省令の一部改正に伴い，所要の改
正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

10号
小美玉市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について

介護保険法及び関係政省令の一部改正に伴い，所要の改
正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決
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11号

小美玉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す
る条例について

介護保険法及び関係政省令の一部改正に伴い，所要の改
正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

12号

小美玉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例について

介護保険法及び関係政省令の一部改正に伴い，所要の改
正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

13号
小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例について

小美玉市乳製品加工施設を円滑に運営するにあたり，指
定管理者が行う業務の範囲等について，所要の改正を行
うもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

14号
小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例について

小美玉市地域再生拠点施設を円滑に運営するにあたり，
指定管理者が行う業務の範囲等について，所要の改正を
行うもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

15号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について

基地周辺事業の推進に必要な資金を積立て，文化の振興
及び地域の活性化を図ることを目的とし，新たに「文化
施設等維持管理運営等事業基金」を設置するため，所要
の改正を行うもの

R3.2.26 ー 原案可決

16号
小美玉市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を
改正する条例について

小美玉市立小川北義務教育学校の設置日について，令和
４年４月１日とするため，所要の改正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

17号
小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
する基準の一部改正に伴い，所要の改正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

18号
小美玉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例について

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改
正に伴い，所要の改正を行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

19号
小美玉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例について

令和２年４月１日から省令基準の配置・資格に係る基準
が参酌化(さんしゃくか)されたことに伴い，所要の改正を
行うもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

20号 小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例について
対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器
具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める
省令の一部改正に伴い，所要の改正を行うもの

R3.3.18 総務 原案可決



21号 令和２年度小美玉市一般会計補正予算（第11号）
歳入歳出それぞれ3億3,404万7千円を追加し，歳入歳出
予算の総額を325億8,473万1千円とするもの

R3.3.18 各委員会 原案可決

22号
令和２年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）

事業勘定において，歳入歳出それぞれ1,515万2千円を
増額し，歳入歳出予算の総額を52億55万9千円とし，診
療施設勘定 白河診療所 において、歳入歳出それぞれ
1,644万8千円を減額し，歳入歳出予算の総額を1億
1,097万9千円とするもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

23号
令和２年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計補正予
算（第３号）

歳入歳出それぞれ2,803万3千円を増額し，歳入歳出予
算の総額を，6億175万7千円とするもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

24号
令和２年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算
（第２号）

歳入歳出それぞれ187万6千円を減額し，歳入歳出予算
の総額を3億369万8千円とするもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

25号
令和２年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計補正予算
（第２号）

歳入歳出それぞれ39万5千円を減額し，歳入歳出予算の
総額を3,774万7千円とするもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

26号
令和２年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２
号）

歳入歳出それぞれ177万5千円を減額し，歳入歳出予算
の総額を1,521万4千円とするもの

R3.3.18 総務 原案可決

27号
令和２年度小美玉市介護保険特別会計補正予算（第３
号）

介護保険事業勘定において，歳入歳出それぞれ1億
3,342万2千円を減額し，歳入歳出予算の総額を39億
4,578万1千円，
介護サービス事業勘定において，歳入歳出それぞれ14万
円を減額し，歳入歳出の総額を646万2千円とするもの

R3.3.18 文教福祉 原案可決

28号 令和２年度小美玉市水道事業会計補正予算（第３号）

収益的収入及び支出において，収入額を499万9千円減
額し，8億4,165万4千円，支出額を800万9千円増額
し，億1,865万円，資本的収入及び支出において，収入
を1,347万5千円増額し，5億7,016万7千円 とするも
の

R3.3.18 産業建設 原案可決



29号 令和２年度小美玉市下水道事業会計補正予算（第３号）

収益的収入及び支出において，収入額を3,774万8千円
増額し，12億3,544万3千円，支出額を4,623万5千円
増額し，11億8,702万6千円，資本的収入及び支出にお
いて，収入額を2,464万1千円増額し，7億5,176万2千
円，支出額を,276万4千円増額し，11億7,090万円と
するもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

30号 令和３年度小美玉市一般会計予算
歳入歳出予算の総額をそれぞれ237億7,800万円
前年度当初予算との比較では，7億1,800万円，2.9パー
セントの減

R3.3.18 予算 原案可決

31号 令和３年度小美玉市国民健康保険特別会計予算
事業勘定の総額51億1,691万1千円
前年度当初予算との比較では，4,479万4千円，0.9パー
セントの減

R3.3.18 予算 原案可決

32号 令和３年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算
総額6億1,481万3千円
前年度当初予算との比較では，,057万9千円，5.2パー
セントの増

R3.3.18 予算 原案可決

33号 令和３年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算
総額3億2,347万8千円
前年度当初予算との比較では，2,228万1千円，7.4パー
セントの増

R3.3.18 予算 原案可決

34号 令和３年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算
総額3,666万5千円
前年度当初予算との比較では，123万2千円，3.5パーセ
ントの増

R3.3.18 予算 原案可決

35号 令和３年度小美玉市霊園事業特別会計予算
総額は，1,495万1千円
前年度当初予算との比較では，62万5千円，4.0パーセ
ントの減

R3.3.18 予算 原案可決

36号 令和３年度小美玉市介護保険特別会計予算

介護保険事業勘定の総額は，40億1,594万円
前年度当初予算との比較では，4,894万3千円，1.2パー
セントの増
介護サービス事業勘定の総額は，661万1千円
前年度当初予算との比較では，36万円，5.8パーセント
の増

R3.3.18 予算 原案可決



37号 令和３年度小美玉市水道事業会計予算

収益的収入及び支出において，収入額8億5,329万8千
円，支出額8億2,683万2千円
資本的収入及び支出において，収入額5億8,751万8千
円，支出額8億8,401万円
資本的収入額が支出額に対して不足する2億9,649万2千
円については消費税資本的収支調整額，過年度及び当年
度損益勘定留保資金により補填

R3.3.18 予算 原案可決

38号 令和３年度小美玉市下水道事業会計予算

収益的収入及び支出において，収入額12億3,047万円，
支出額11億1,237万2千円
資本的収入及び支出において，収入額7億486万5千円，
支出額11億6,629万3千円
資本的収入額が支出額に対して不足する，4億6,142万8
千円
消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度損益勘定留
保資金により補填

R3.3.18 予算 原案可決

39号 市道路線の認定について
道路改良工事に伴い整備される道路を市道小21118号
線，市道小21119号線として認定するもの

R3.3.18 産業建設 原案可決

40号
小美玉市いじめ防止推進委員会設置条例の一部を改正す
る条例について

行政組織の一部改編に伴い，いじめ防止推進委員会の庶
務の所管が，教育指導課に変更となるため，所要の改正
を行うもの

R3.3.18 ー 原案可決

41号
小美玉市教育振興基本計画審議会条例の一部を改正する
条例について

行政組織の一部改編に伴い，教育振興基本計画審議会の
庶務の所管が，教育企画課に変更となるため，所要の改
正を行うもの

R3.3.18 ー 原案可決

42号 令和２年度小美玉市一般会計補正予算（第１２号）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億1,723万7千円を追加
し，歳入歳出予算の総額を328億196万8千円とするも
の

R3.3.18 ー 原案可決



発議番号 案件名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1 号 小美玉市議会会議規則の一部を改正する規則について
小美玉市議会会議規則中、会議への欠席の届出、及び請
願書の記載事項等の規定を一部改正するもの

R3.2.26 ー 原案可決

2 号
小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例の制定につ
いて

議員の調査・研究等の活動基盤の充実を図るため、議会
における会派又は議員に対する政務活動費の交付に関す
る条例を制定するもの

R3.2.26 ー 原案可決

請願番号 案件名 内容 議決年月日 付託委員会 審議結果

1 号
「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求
める意見書」採択の請願書

最低賃金の大幅な引上げや、中小企業への具体的支援策
拡充について政府及び関係機関へ意見書提出を求めるも
の

R3.3.18 産業建設 不採択

■請願・陳情

■議員提出議案


